
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次 

滑川市子ども 

読書活動推進計画 

―概 要 版― 

令和５年３月 

 

・ 令和５年度から令和９年度までの５年間 

                          

・ 「子どもの読書活動の推進に関する法律」において、「市町村は、当該市町村におけ

る子どもの読書活動の推進状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の

推進に関する施策についての計画を策定するよう努めなければならない」とされてい

ます。 

・ 情報化の進展等により読書離れが懸念される中、人生をより深く生きる力を身に付け

ていく上で欠くことのできない子どもの読書活動のための環境を社会全体で積極的に

整えていくことが必要です。 

・ 市では、家庭、学校、地域等がそれぞれの役割を果たしながら連携し、子どもの読書

活動のための取組を計画的に推進するよう本計画を策定します。 

 

 

計画期間 

策定の背景と趣旨 



１ 子どもの読書活動を取巻く現状                           

子どもの読書活動を取巻く現状        読書活動の推進に向けて 

（１）子どもの読書離れ           ・社会状況の変化を捉えつつ  

（２）情報通信技術の発達          ・すべて子ども達に向け  

（３）新型コロナウイルス等感染症の影響   ・発達段階に応じた読書活動の推進を 

（４）障がいのある子どもを取巻く法の整備   ・社会全体で 

（５）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）         進めていく必要があります。 

２ 基本方針                            

  第２次滑川市子ども読書活動推進計画を引き継ぎ、滑川市の子どもたちが、自主的に

読書活動を行うことができるよう、家庭、学校、地域等がそれぞれの役割を果たしなが

ら連携して子どもの発達段階に応じた豊かな読書活動を推進することを目指します。 

 １．子どもが読書に接する機会の提供と諸条件の整備・充実       

  子どもが読書の楽しさを知り、読書体験を深められるように、子どもが読書に親しむ

機会を提供し、施設・人員などの整備を図ります。 

 ２．家庭・地域・学校を通じた社会全体での取り組みの推進       

  家庭・地域・学校が連携・協力して子どもの自主的な読書活動の推進を図ります。ま

た、そのために必要な体制の整備に努めます。 

 ３．子どもの読書活動推進に関する理解と周知             

  子どもの自主的な読書活動を推進する社会的気運を高めるため、読書活動の意義や重

要性について普及・啓発を図るよう努めます。 

３ 具体的な取組                          

  本市では、国及び県の基本方針を踏まえ、先に掲げた３つの基本方針をもとに、具体

的な取組を計画に盛り込み、子どもの読書活動の推進に取り組みます。 

 

 



１．家庭における子どもの読書活動の推進                

・ ブックスタート事業の実施 

・ 特集コーナーの設置 

・ 読み聞かせを通した家庭での読書啓発 

・ 本に関する情報発信 

２．幼稚園・保育所・認定こども園における子どもの読書活動の推進    

・ 絵本の読み聞かせ講座 

・ 幼稚園・保育所・認定こども園への団体貸出 

・ 読み聞かせ・読書の方法についての研修 

・ 出張おはなし会等による読書活動の支援 

３．学校における子どもの読書活動の推進                 

・ 子どもの自主的な読書活動の推進 

・ 学校図書館の効果的な活用 

・ 図書資料の整備と充実 

・ 出張おはなし会等による読書活動の支援 

・ 各学校における魅力ある読書活動の充実 

・ 家庭・地域との連携による読書活動の推進 

４．地域（市立図書館・子ども図書館）における子どもの読書活動の推進                 

・ 全ての子ども達が読書を楽しむことの出来る環境づくり 

・ 利用しやすい環境づくり 

・ おはなし会の充実 

・ イベント及び子育て支援講座の充実 

・ 魅力ある書架づくり 

・ 職員・ボランティアの研修の充実 

・ 関係機関との連携強化 

・ 図書館資料の再活用                            



・ 図書館見学・職場体験等の受け入れ 

・ 図書館利用カードの取得勧奨 

・ ＩＣＴの活用 

・ 子どもの読書の日や子ども読書週間でのイベント実施 

・ 図書館広報紙の発行 

・ ホームページを活用した広報活動 

・ 外部講師などによる読書活動に関する研修会の実施 

５．子どもの読書活動推進に関する理解と周知                 

・ 子どもの読書の日や子ども読書週間でのイベント実施 

・ 図書館広報紙の発行 

・ ホームページを活用した広報活動 

・ 外部講師などによる読書活動に関する研修会の実施 

６ 滑川市ふるさと教育の環境整備                    

・ ボランティアなどによる郷土の民話や紙芝居作成、読み聞かせ 

・ 児童向け民話や郷土資料の収集・所蔵の充実 

・ ふるさと教育推進事業による語り部の育成・朗読会の開催 

４ 計画の推進に向けて                          

図書館や幼稚園・保育所、認定こども園、 

学校などが、それぞれの役割を積極的に果 

たすとともに、読書活動推進の大きな力と 

なっている読書ボランティアなどと連携・ 

協力して、子どもの読書活動の推進を図り 

ます。 

作成・発行 

滑川市子ども読書活動推進計画策定委員会・滑川市教育委員会 

※計画の本編は、滑川市ホームページ（右記ＱＲコード）よりご覧いただけます。 


